
議案第 号 

 

日野町個人情報保護条例の一部改正について 

 

日野町個人情報保護条例の一部を別紙のとお 改正す 。 

 

 

成 月 日提出 

 

日野町長  景  山  享  弘 

 

 

-1- 



-2- 

日野町個人情報保護条例の一部改正 必要 理由 概要 

 

１ 条例制定の背景 

特定個人情報の利用を促進 目的 番号法の改正 行わ たの そ 伴い所定の

改正を行う の あ  

 

2 内容 

1 法改正 条例 独自利用の際の外部連携 可能 ったの 所定の改正を

行う  

2 その他引用 を改 た  

 

3 附則 

番号法附則第1条第5号 掲げ 規定の施行の日 施行  



日野町個人情報保護条例 一部を改 条例 

日野町個人情報保護条例。 成13 日野町条例第2号)を次 改 ま   

 

改 後 改 前 

 

。定義) 

 

。定義) 

第2条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各

号 定  

第2条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各

号 定  

。1)～。3) 略 。1)～。3) 略 

。4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項。 規

定を番号法第26条 い 準用 場合を含 ) 規定 記

録 記録さ た特定個人情報をいう  

。4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項 規定 記

録 記録さ た特定個人情報をいう  

。5) 略 。5) 略 

  

。利用 停 等 請求) 。利用 停 等 請求) 

第23条 何人 実施機関 保有 自己 係 保有個人情報。情報

提供等記録を除く 以下 条 い 同 ) 次 各号 1 い

該当 認 実施機関 対 当該各号 定

措置を を請求  

第23条 何人 実施機関 保有 自己 係 保有個人情報。情報

提供等記録を除く 以下 条 い 同 ) 次 各号 1 い

該当 認 実施機関 対 当該各号 定

措置を を請求  

。1) 次 い 該当  当該保有個人情報 利用

停 又 消去 

。1) 次 い 該当  当該保有個人情報 利用

停 又 消去 

 第7条 規定 違 集さ た   第7条 規定 違 集さ た  

イ 第8条又 第8条 2 規定 違 利用さ い  イ 第8条又 第8条 2 規定 違 利用さ い  

ウ 番号法第20条 規定 違 集さ 又 保管さ い

 

ウ 番号法第20条 規定 違 集さ 又 保管さ い

 

エ 番号法第29条 規定 違 作成さ た特定個人情報フ

イル。番号法第2条第9項 規定 特定個人情報フ イルを

いう ) 記録さ い  

エ 番号法第28条 規定 違 作成さ た特定個人情報フ

イル。番号法第2条第9項 規定 特定個人情報フ イルを

いう ) 記録さ い  

。2) 略 。2) 略 
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。訂 等 実施) 。訂 等 実施) 

第28条 略 第28条 略 

2 実施機関 前項 規定 個人情報 訂 等を た場合

い 必要 あ 認 当該個人情報 提供先。情報提

供等記録 あっ 総務大臣及び番号法第19条第7号 規定

情報照会者若 く 情報提供者又 同条第8号 規定 条例事務

関係情報照会者若 く 条例事務関係情報提供者。当該訂 係

情報提供等記録 記録さ た者 あっ 当該実施機関以外

限 ))へ 通知そ 他必要 措置を い  

 

2 実施機関 前項 規定 個人情報 訂 等を た場合

い 必要 あ 認 当該個人情報 提供先。情報提

供等記録 あっ 総務大臣及び番号法第19条第7号 規定

情報照会者又 情報提供者。当該訂 係 情報提供等記録 記録

さ た者 あっ 当該実施機関以外 限 ))へ 通知そ

他必要 措置を い  

附 則 

条例 番号法附則第1条第5号 掲 規定 施行 日 施行  
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